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　今回はまず、タイトルの意味を少し説明したいと
思います。「低・中所得国」とは、かつて「開発途上国」
と呼ばれていた国々に近い概念です。ただし、「開発
途上国」にはネガティブな印象があるため、より中
立的な表現として「低・中所得国」が使われるよう
になりました。これは世界銀行（国連の機関）によ
る分類で、各国を一人当たりの国民所得に基づいて
「高所得国」「上位中所得国」「下位中所得国」「低所
得国」に分けたものを使っています。現在、「高所得国」
は86か国で、それ以外の131か国が「低・中所得国」
に分類され、世界人口の約75％がこれらの国々に暮
らしています。次に「非感染症」についても触れて
おきます。肺炎や下痢症、マラリア、HIV・エイズ、
結核などは、細菌やウイルス、寄生虫などによって
引き起こされる「感染症」です。一方、「非感染症」とは、
それ以外の疾患を指し、狭心症や心筋梗塞、脳卒中、
がん、糖尿病、慢性呼吸器疾患、腎不全などが含ま
れます。日本では「慢性疾患」や「生活習慣病」と
呼ばれることもあります。
　低・中所得国の健康課題というと、感染症や低栄養、
妊娠・出産に関連する問題を思い浮かべる方が多い
かもしれません。実際、長らくそれらが主要な死因
でした。現在も「低所得国」に分類される26か国（主
にアフリカ）では、死因の上位10位のうち８つが感
染症や周産期に関連するものです。ただし、残る２つ、
すなわち死因の第２位と第３位は、非感染症である
脳卒中と虚血性心疾患（心筋梗塞など）です。また、
下位・上位中所得国では、新型コロナウイルス感染
症を除けば、脳卒中と虚血性心疾患が常に死因の上
位に挙げられています。現在、世界全体の死亡の約
75％は非感染症によるものであり、世界保健機関
（WHO）は、非感染症によって治療を受けられずに
亡くなる人の約86％が、低・中所得国に集中してい
ると報告しています。
　非感染症対策では、予防が極めて重要です。もち
ろん感染症でも予防は不可欠ですが、非感染症は個
人の生活習慣に加え、貧困、教育、住環境、労働環境、
構造的な要因の影響を大きく受けるため、医療に加
えて教育その他の社会制度、政策を含めた総合的な
対応が求められます。また、非感染症の特徴の一つに、
長期あるいは生涯にわたる管理が必要となる点があ
ります。肺炎や下痢症、マラリア、寄生虫症などの
感染症は、適切な治療により比較的短期間で回復が
見込めます。結核は数か月に及ぶ治療が必要ですが、
継続すれば治癒が可能です。（※HIV感染症について
は、現時点ではウイルスの完全除去は困難で、生涯
の服薬が必要です。）一方、非感染症は「治す」より

も「共に生きる」病気が多く、適切なケアがなけれ
ば合併症や障がい、さらには死にいたります。した
がって、医療制度や社会政策の整備が極めて重要と
なります。
　このように、予防と長期管理の必要性が、非感染
症対策を低・中所得国で困難にしています。急増し
ているにもかかわらず、「非感染症」という概念自体
があまり知られていないことも一因です。以前この
コラムで紹介した東ティモールは、独立当初は低所
得国でしたが、2009年から下位中所得国となってい
ます。独立以前から、子どもや妊婦の低栄養は大き
な課題とされ、５歳未満児や妊婦の体重モニタリン
グは広く行われています。しかし、妊婦以外の成人
が体重や身長を測る習慣はほとんどなく、血圧測定
も限られています。公務員以外の「勤め人」が少な
いためか、職場健診の話もほとんど聞きません。実
際には、過体重や高血圧の人が特に都市部の成人で
増加しているようですが、十分に把握されていない
のが現状です。そうした中で「突然死」は珍しくあ
りません。家族の話を聞く限り、脳卒中や心筋梗塞
が疑われるケースもありますが、本人も家族も、そ
んな病気の存在を全く意識していなかったのです。
病気の存在や、肥満や高血圧がリスクであることを
知らなければ、予防はできません。
　加えて、低・中所得国では制度や政策が脆弱なため、
総合的な対策が難しいという構造的課題もあります。
例えば、非感染症についてある程度知られており、
診断手段も普及している中所得国でも、高血糖と診
断されても糖尿病の継続治療が困難な人は多くいま
す。治療を続けるための壁はさまざまです。知識不
足だけではなく、治療費の高さ、近隣に非感染症の
検査や治療ができる医療機関がなかったり機能して
いなかったりすること、医療従事者がいないことな
どが挙げられます。これらは、以前紹介した「ラク
のものがたり」（No.550、552参照）で赤ちゃんが
下痢で亡くなった背景とも共通する課題です。また、
「糖尿病は贅沢病ではないか？」という話題が日本で
も出ることがありますが、非感染症は決して裕福な
人だけの病気ではありません。実際には、貧困と強
く関連しており、多くの研究がこれを示しています。
非感染症では、病気の原因が個人の努力や生活習慣
にのみ帰されがちですが、実際にはその人が置かれ
た環境が大きく影響します。「どうしてジェイソンは
病院にいるの？」で、がらくた置き場で足にケガを
して化膿してしまった少年の背景を考えましたが
（No.543、548参照）、非感染症でも「健康の社会的
要因」は極めて重要なのです。

低・中所得国の非感染症
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　短時間労働者の適用について、事業所調査で指摘の多い事例をお知らせします。

　Ａ社（※）は複数の店舗を有しており、短時間労働者の勤務管理は各店舗が行う。加入要否は各店舗の担
当者が判断し手続きを行っている。本社でもこの勤務時間を監視し、加入基準を超えると各店舗へ連絡
する仕組みである。過去２年分の実際の勤務時間を調査したところ、恒常的に加入基準を超えていたため、
遡って加入手続きが必要となった事例。
※Ａ社は特定適用事業所（厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等）であるものとする。

〈実際の勤務時間の状況〉 ■加入基準を超えている月 ■加入基準を超えていない月
所定労働時間20h以上、暦によって実際の労働時間が20h未満の月がある

従業員Ａ
（社会保険加入）

所定労働時間20h未満、実際の労働時間が20h以上の月がある
従業員Ｂ
（未加入）

所定労働時間20h未満、実際の労働時間が20h以上の月がある
従業員Ｃ
（未加入）

要加入（引き続き同様の状態が続いている）

要加入（引き続き同様の状態が続くことが見込まれる）

　就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者でも、実際の労働時間が連続す
る２月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、
実際の労働時間が週20時間以上となった月の３月目の初日に被保険者の資格を取得します。この際、各月の判定
要素となる時間と賃金の計算には、所定労働時間とそれに対する賃金に加え、法定内の所定外労働時間とその
時間に対する賃金を用います。
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○本社においても勤務時間を監視し、基準超過の連絡をしているものの、その後適正に勤務管理・
手続きがなされているかを確認していないことが主な原因でした。
○実際の労働時間が加入基準を超えてしまった場合は、引き続き同様の状態とならないよう
管理を徹底し、同様の勤務を必要とする場合は速やかに加入手続きを行いましょう。

会社員

　国民年金基金は、自営業など国民年金の第１号被保険者の方が、自分で国民年金に上乗せできる公的な個人
年金です。加入することで、自営業などの方もサラリーマン等のように『2階建て』の年金が受けられます。

全国国民年金基金

退職して、国民年金に加入したら「国民年金基金」へ加入をご検討ください
公的な個人年金「国民年金基金」とは

●20歳以上60歳未満の国民年金の第１号被保険者の方
●60歳以上65歳未満の方や海外居住されている方で、国民年金に
　任意加入されている方

● 加入できる方

 ●資料請求時に、ご予算にあわせてプランを作成し、送らせていただきます。

資料請求・ご相談・お問い合わせは

お気軽に今すぐこちらへ！

※地域によっては携帯電話からはつながらない場合があります。

〒460-0008
名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル９F

全国国民年金基金 東海支部
0120-65-4192

https://www.zenkoku-kikin.or.jp

詳しくはこちら

掛金は全額所得控除（社会保険料
控除）の対象となり、所得税・住民税
が軽減されます。
※海外居住されている方は、原則、
所得控除が受けられません。

「税金」がお得!

生涯にわたって年金を受け取ること
ができる終身年金なので、長い老後
の生活に備えることができます。

生涯お受け取り！
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